
様式１　公表されるべき事項

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　③ 役員報酬基準の内容及び令和３年度における改定内容

理事長

　役員報酬支給基準は、月額、期末手当及び勤勉手当から
構成されている。月額については、役員給与規程に則り、
本俸（914,000円）に地域手当（182,800円～137,100円）及
び通勤手当（実費）を加算して算出している。期末手当につ
いては、役員給与規程に則り、期末勤勉手当基礎額（本俸
＋地域手当＋本俸の月額に100分の25を乗じて得た額＋
本俸及び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額）に
6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給
する場合においては100分の67.5を乗じ、さらに基準日以前
６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合
を乗じて得た額としている。勤勉手当については、期末勤勉
手当基礎額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその
者の勤務期間に応じた割合と、独立行政法人通則法の規
定による業績評価の結果及び役員の職務実績等を考慮し
て理事長が定める割合を乗じて得た額としている。
　なお、令和３年度は、支給基準の改定は行っていない。

　② 令和３年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の
　　仕組み及び導入実績を含む。）

の役職員の報酬・給与等について
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（法人番号8040005016947）

　当法人においては、平成21年度より勤勉手当について、期末勤勉手当基
礎額に、勤務期間に応じた割合に加え、独立行政法人通則法の規定による
業績評価の結果及び役員の職務実績等を考慮して理事長が定める割合を
乗じて算出している。

　当法人は、高齢者、障害者及び求職者の雇用の支援のための専門性の
高い事業を全国規模で行っている我が国唯一の機関であり、他に同様の規
模で類似の事業を行っている団体及び民間企業は存在しないこと、また、
事業のための財源は国からの運営費交付金等の割合が66.1％であることか
ら、役員報酬水準を検討するにあたって、国の指定職俸給表適用者の報酬
水準を参考とした。具体的には、国の指定職俸給表適用者の職務の複雑、
困難及び責任の度を踏まえ、理事長は5号俸、理事長代理は4号俸、理事
は2号俸、監事は1号俸の適用者の報酬水準を参考とした。



理事長代理

理事

監事

監事（非常勤）

     としている。

注：常勤役員の本俸月額は役員給与規程第4条の規定にかかわらず、規程附則第3条に掲げる額

　役員報酬支給基準は、理事長に同じ。月額は本俸
（757,000円）に地域手当（151,400円～113,550円）及び通
勤手当（実費）を加算して算出している。
　なお、令和３年度の支給基準改定状況は、理事長に同
じ。

　役員報酬支給基準は、理事長に同じ。月額は本俸
（686,000円）に地域手当（137,200円～102,900円）及び通
勤手当（実費）を加算して算出している。
　なお、令和３年度の支給基準改定状況は、理事長に同
じ。

　役員報酬支給基準は、月額から構成されており、役員給
与規程に則り、非常勤役員手当（240,000円）を支給すること
としている。
　なお、令和３年度の支給基準改定状況は、理事長に同
じ。

　役員報酬支給基準は、理事長に同じ。月額は本俸
（843,000円）に地域手当（168,600円～126,450円）及び通
勤手当（実費）を加算して算出している。
　なお、令和３年度の支給基準改定状況は、理事長に同
じ。



２　役員の報酬等の支給状況

令和３年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任

千円 千円 千円 千円

8,936 5,484 2,495
822
134

（地域手当）
（通勤手当）

9月30日

千円 千円 千円 千円

7,122 5,484 748
822
67

（地域手当）
（通勤手当）

10月1日

千円 千円 千円 千円

8,226 5,058 2,318
786
63

（地域手当）
（通勤手当）

9月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

6,780 5,058 690
758
273

（地域手当）
（通勤手当）

10月1日

千円 千円 千円 千円

14,745 9,084 4,133
1,362

165
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

7,354 4,542 2,082
705
24

（地域手当）
（通勤手当）

9月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

7,855 4,542 2,142
908
262

（地域手当）
（通勤手当）

10月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

7,349 4,542 2,066
681
59

（地域手当）
（通勤手当）

9月30日 ※

千円 千円 千円 千円

6,046 4,542 620
681
202

（地域手当）
（通勤手当）

10月1日 ※

千円 千円 千円 千円

14,994 9,084 4,133
1,362

414
（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

13,484 8,232 3,745
1,234

272
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

2,880 2,880 0 0

注１：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給されているものである。

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

　　　退職公務員「＊」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等の退職者「＊※」、

　　　該当がない場合は空欄としている。

注３：単位未満切捨てとしている。各内訳欄の合計と総額の数字は単位未満切捨ての関係で一致しないことがある。

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

理事長A

理事長代理C

理事I

理事J

監事

監事
（非常勤）

理事長B

理事長代理D

理事E

理事F

理事G

理事H



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

理事長

理事長代理

理事

　当法人は、高齢者の雇用の確保、障害者の職業的自立の推進、求
職者その他労働者の職業能力の開発及び向上のために、高齢者、
障害者、求職者、事業主等の方々に対して総合的な支援を行うこと
を使命としている。
　この使命を達成するためには、法人全体の業務を統括し組織の円
滑な運営を行う必要がある。このため理事長には、強力な指導力や、
高いマネジメント能力等を発揮することが求められる。
　当法人では、理事長の報酬は、国の指定職俸給表の5号俸適用者
の報酬と比較考慮したうえで決定されており、その報酬を下回ってい
ることから、その報酬水準は妥当なものと考える。
　また、当法人の令和２年度業務実績評価結果については、17項目
中S評価1項目、A評価5項目、B評価11項目であり、この点を踏まえて
も、報酬水準は妥当と考えられる。

　当法人は、高齢者の雇用の確保、障害者の職業的自立の推進、求
職者その他労働者の職業能力の開発及び向上のために、高齢者、
障害者、求職者、事業主等の方々に対して総合的な支援を行うこと
を使命としている。
　この使命を達成するためには、理事長の職務を代理するとともに、
その所掌する業務を統括し、職員を指揮監督する必要がある。この
ため理事長代理には、強力な指導力や、高いマネジメント能力等を
発揮することが求められる。
　当法人では、理事長代理の報酬は、国の指定職俸給表の4号俸適
用者の報酬と比較考慮したうえで決定されており、その報酬を下回っ
ていることから、その報酬水準は妥当なものと考える。
　また、当法人の令和２年度業務実績評価結果については、17項目
中S評価1項目、A評価5項目、B評価11項目であり、この点を踏まえて
も、報酬水準は妥当と考えられる。

　当法人は、高齢者の雇用の確保、障害者の職業的自立の推進、求
職者その他労働者の職業能力の開発及び向上のために、高齢者、
障害者、求職者、事業主等の方々に対して総合的な支援を行うこと
を使命としている。
　この使命を達成するためには、理事長を補佐するとともに、その所
掌する業務を統括し、職員を指揮監督する必要がある。このため理
事には、強力な指導力や、高いマネジメント能力等を発揮することが
求められる。
　当法人では、理事の報酬は、国の指定職俸給表の2号俸適用者の
報酬と比較考慮したうえで決定されており、その報酬を下回っている
ことから、その報酬水準は妥当なものと考える。
　また、当法人の令和２年度業務実績評価結果については、17項目
中S評価1項目、A評価5項目、B評価11項目であり、この点を踏まえて
も、報酬水準は妥当と考えられる。



監事

監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

　当法人は、高齢者の雇用の確保、障害者の職業的自立の推進、求
職者その他労働者の職業能力の開発及び向上のために、高齢者、
障害者、求職者、事業主等の方々に対して総合的な支援を行うこと
を使命としている。
　この使命を達成するためには、当法人の業務及び財務の状況を監
査し、その結果に応じて業務運営を改善する必要がある。このため監
事には、業務運営や財務に関する知識・経験を有し、適正な監査に
努めることが求められる。
　当法人では、監事の報酬は、国の指定職俸給表の1号俸適用者の
報酬と比較考慮したうえで決定されており、その報酬を下回っている
ことから、その報酬水準は妥当なものと考える。
　また、当法人の令和２年度業務実績評価結果については、17項目
中S評価1項目、A評価5項目、B評価11項目であり、この点を踏まえて
も、報酬水準は妥当と考えられる。

　当法人は、高齢者の雇用の確保、障害者の職業的自立の推進、求
職者その他労働者の職業能力の開発及び向上のために、高齢者、
障害者、求職者、事業主等の方々に対して総合的な支援を行うこと
を使命としている。
　この使命を達成するためには、当法人の業務及び財務の状況を監
査し、その結果に応じて業務運営を改善する必要がある。このため監
事（非常勤）には、業務運営や財務に関する知識・経験を有し、適正
な監査に努めることが求められる。
　当法人では、監事（非常勤）の報酬は、国の指定職俸給表の1号俸
適用者の報酬と比較考慮したうえで決定されている監事の報酬との
均衡を考慮したうえで決定されており、その報酬水準は妥当なものと
考える。
　また、当法人の令和２年度業務実績評価結果については、17項目
中S評価1項目、A評価5項目、B評価11項目であり、この点を踏まえて
も、報酬水準は妥当と考えられる。

当該役員の報酬は、国家公務員の給与に準じて設定されており妥当
な水準であると考える。また、役員の職務内容の特性や令和２年度
業務実績評価結果を鑑みても妥当な報酬水準であると考える。



４　役員の退職手当の支給状況（令和3年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。

　　　退職公務員「＊」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等

　　　の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄としている。

注２：単位未満切捨てとしている。各内訳欄の合計と総額の数字は単位未満切捨ての関係で一致しないことがある。

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

理事長

理事長代理

理事

監事

監事
（非常勤）

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

法人での在職期間

理事長

理事長代理

理事

監事

監事
（非常勤）

 当法人においては、平成21年度より勤勉手当について、業績給の仕組みを導入し
ており、今後においてもこの仕組みを継続していく。

判断理由

　該当者なし

　該当者なし

　該当者なし

　該当者なし

　該当者なし



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③ 給与制度の内容及び令和３年度における主な改定内容

　① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　当法人は、高齢者、障害者及び求職者の雇用の支援のための専門性の高い事業を全国
規模で行っている我が国唯一の機関であり、他に同様の規模で類似の事業を行っている
団体及び民間企業は存在しないこと、また、事業のための財源は国からの運営費交付金
等の割合が66.1％であることから、職員給与水準を検討するにあたって、国の行政職俸給
表（一）適用者の給与水準を参考とした。

　（※）国家公務員…令和３年国家公務員給与等実態調査報告書において、国家公務
　　　員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額は407,153円となっており、全職員の平
　　　均給与月額は414,729円となっている。

　管理職を通じてヒアリングを実施し昇給・昇格により反映させるとともに、勤務成績等につ
いては、勤勉手当において反映させる。
　なお、業績給の仕組みについては、平成29年度から人事評価結果を勤勉手当において
反映させている。

　職員給与規程に則り、基本給（俸給、扶養手当、地域手当及び広域異動手当）及び諸手
当（職務手当、超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手
当、通勤手当、単身赴任手当及び住居手当）としている。

　なお、令和３年度は、支給基準の改定は行っていない。

　勤勉手当については、勤勉手当基礎額（俸給＋俸給に対する地域手当及び広域異動手
当の額＋職位別加算額（俸給等の5%～20%）＋管理職加算額（俸給の10%～25%））に勤勉
手当の支給に係る基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。

　② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績
　　給の仕組み及び導入実績を含む。）

　期末手当については、期末手当基礎額（俸給＋扶養手当＋俸給及び扶養手当に対する
地域手当及び広域異動手当の額＋職位別加算額（俸給等の5%～20%）＋管理職加算額
（俸給の10%～25%））に6月に支給する場合においては100分の127.5（一般職員の場合）、
12月に支給する場合においては100分の127.5（一般職員の場合）を乗じ、さらに基準日以
前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

3,168 42.0 6,749 5,022 110 1,727
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,160 39.8 6,536 4,877 122 1,659
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,644 43.5 6,905 5,125 102 1,780
人 歳 千円 千円 千円 千円

355 41.6 6,767 5,017 101 1,750
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 58.8 4,995 4,995 190 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

38 64.0 7,904 6,325 220 1,579
人 歳 千円 千円 千円 千円

38 64.0 7,904 6,325 220 1,579
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

551 61.1 3,926 3,306 137 620
人 歳 千円 千円 千円 千円

551 61.1 3,926 3,306 137 620

注１：対象となる職員は、令和4年4月１日現在で在職している職員のうち、次に掲げる者を除いている。

　　　　　・令和3年度の給与支給額がない者

　　　　　・欠勤、病気休職等で令和3年4月以降の給与を減額された者

　　　　　・令和3年度の途中で採用された者

　　　　　・令和3年度に採用された者で、在職期間が不足するために夏季賞与が減額される者

注２：「年間給与額」は、令和3年度に支給された給与から時間外手当を控除している。

注３：「所定内給与」は、「年間給与額」から賞与を控除している。

注６：「特例待遇職員」とは、出向契約等に基づき当法人が給与の一部しか負担していない者をいう。 

注７：「パートナー職員」とは、事務・技術等に従事させるため委嘱している者をいう。

注８：在外職員及び再任用職員については、該当者がいないため記載を省略した。 

注９：研究職種、医療職種及び教育職種については、該当者がいないため記載を省略した。 

注10：任期付職員（職業訓練職）は２人以下のため、区分以外は記載しない。

うち賞与総額
人員

注５：「障害者職業カウンセラー職」とは、障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備支援、職場適応援助等
　　　の職業リハビリテーションを実施するとともに、事業主に対して、障害者の雇用管理上の課題を分析し専門的
　　　な助言等を実施する者をいう。

注４：「職業訓練職」とは、求職者及び在職者等に対する仕事に必要なものづくりに関する技能・技術の指導や就職
　　　支援などの職業訓練指導業務並びに職業訓練に関する専門業務を実施する者をいう。

任期付職員

特例待遇職員

区分
令和３年度の年間給与額（平均）

事務・技術

うち所定内平均年齢

職業訓練職

非常勤職員

パートナー職員

障害者職業
カウンセラー職

事務・技術

常勤職員

職業訓練職



②　年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔任期付職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注２：　「四分位」とは、ばらつきの度合を示す指標のひとつ。この表における「第１四分位」とは年齢別の年間給与額

　     を小さい順に並べたときの小さい方から25％目の額、「第３四分位」とは小さい方から75％目の額とする。

注３：２０－２３歳については該当者がいないため記載を省略した。

③　職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）
（事務・技術職員）

平均 最高 ～ 最低
人 歳 千円 千円

　代表的職位

7 58.1 12,195 13,462 ～ 10,971

98 53.4 10,081 11,579 ～ 8,607

23 53.6 10,100 10,873 ～ 8,751

136 50.1 8,605 9,565 ～ 7,210

209 48.3 6,869 8,738 ～ 5,448

568 29.7 4,485 6,995 ～ 3,323

167 29.6 4,577 5,792 ～ 3,643　　　　うち本部係員

　　・部長相当

　　　　うち本部課長

分布状況を示すグループ 人員

　　・課長補佐相当

年間給与額

　　・課長相当

　　・係長相当

平均年齢

　　・係員相当
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２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人千円



 ④　賞与（令和３年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

％ ％ ％

55.9 55.9 55.9
％ ％ ％

44.1 44.1 44.1
％ ％ ％

         最高～最低 53.7 ～ 40.2 53.7 ～ 40.2 53.7 ～ 40.2
％ ％ ％

57.7 57.7 57.7
％ ％ ％

42.3 42.3 42.3
％ ％ ％

     最高～最低 45.0 ～ 39.1 45.0 ～ 39.1 45.0 ～ 39.1

計

管理
職員

一般
職員

区分

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

夏季（６月） 冬季（12月）



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案
・年齢・地域勘案
・年齢・学歴勘案
・年齢・地域・学歴勘案

【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合24.0％】

104.6

国に比べて給与
水準が高くなって
いる理由

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　66.1％】

110.3

①当法人の事務職員のうち大卒以上の者は、全体の98.3％を占め、国家公務員の行政
職俸給表（一）適用者のうち大卒以上の者の60.4％（参考「令和３年国家公務員給与等実
態調査報告書」第２表より算出）を大幅に上回っていることによる。
　なお、年齢・学歴勘案による対国家公務員指数は101.5と国家公務員と同程度の水準で
ある。
②　「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）等に基づき職員宿
舎の廃止を進めていること及び全国規模の異動が多いことから、借家・借間に居住する者
が年々増加傾向にあり、住居手当の支給水準は国家公務員と同じであるが、支給される
者が全体の72.2％を占め、国家公務員の26.0％（参考「令和３年国家公務員給与等実態
調査報告書」第９表より算出。以下同じ。）を大幅に上回っていることによる。また、単身赴
任手当についても支給される者が全体の10.9％を占め、国家公務員の7.9％を上回って
いることによる。
③年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案の指数については、級地ごとの比較による
が、当法人の本部事務所は3級地（千葉市（15.0％））に置かれているのに対し、国は本府
省以外の組織が所在しているため、3級地同士を比べた場合、職位が高い職員の割合が
多い本部がある当法人の給与水準が高くなる。
　また、１級地では、国の本府省があるため、国家公務員の給与水準が高くなっているが、
当法人の１級地に在勤する事務職員の割合は低いため全体に与える影響はわずかであ
る一方で、３級地に在勤する事務職員の割合は高く、全体に与える影響も大きいことから
当法人の給与水準が高くなっている。

注：金額については、単位未満切り捨て、割合については小数点第2位で四捨五入とした。

【大卒以上の高学歴者の割合98.3％（事務職員数1,160人中1,140人）】

【法人の検証結果】

講ずる措置

　当法人は、高齢者、障害者及び求職者の雇用の支援のための専門性の高い事業を全
国規模で行っている我が国唯一の機関であり、他に同様の規模で類似の事業を行ってい
る団体及び民間企業は存在しないこと、また、事業のための財源は国からの交付金の割
合が66.1％であることから、当法人の給与水準は、国との比較が妥当であること。
　当法人の給与水準については、国と同様の給与制度としているため俸給、諸手当は国と
同等の水準となっており、管理職割合は10.9％となっていること。大卒以上の割合が大き
いことを考慮した年齢・学歴勘案では101.5ポイントと国と同程度の水準であること。その他
の指数については、住居手当、単身赴任手当等の受給者割合が国よりも大幅に高いこと
や本部事務所が千葉市に置かれていることにより国を上回っているものであり、給与水準
が国より高いものではないこと。

【主務大臣の検証結果】
　地域、学歴を勘案してもなお、国家公務員より高い水準であることから国民の皆様に納
得していただけるよう、一層の給与水準の見直しについて十分検討していただきたい。

給与水準の妥当
性の検証

【累積欠損額　なし（令和２年度決算）】

　（支出総額106,830百万円、給与・報酬等支給総額25,622百万円：令和２年度決算）

【管理職の割合10.9％（事務職員数1,160人中126人）】

平成25年度から、事務職員について国と同じ俸給表（行政職俸給表（一））を適用し、諸手
当についても国と同様にする等、国家公務員との給与水準の均衡を図ったところであり、
引き続き、国家公務員の給与水準を十分に考慮し、給与水準の適正化に努めることとす
る。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

108.8
101.5

　（国からの財政支出額　79,615百万円、支出予算の総額　120,417百万円：令和3年度予
算）



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

○　22歳（大卒初任給）
　　月額 186,700円　年間給与 3,071,215円

○　35歳（本部係長）
　　月額 345,575円　年間給与 5,761,594円

○　50歳（本部課長）
　　月額 584,775円　年間給与 9,746,212円

※　扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者　6,500円、子１人につき　10,000円）を支給

　業績給の仕組みについては、平成29年度から人事評価結果を勤勉手当において反映させ
ている。



Ⅲ　総人件費について

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

千円 千円 千円 千円

（Ａ）
千円 千円 千円 千円

（Ｂ）
千円 千円 千円 千円

（Ｃ）
千円 千円 千円 千円

（Ｄ）
千円 千円 千円 千円

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

総人件費について参考となる事項
　　
　

Ⅳ　その他

最広義人件費

6,218,687

１　「給与、報酬等支給総額」が比較増（58,709千円、0.2％）となった理由
　　諸手当の支給増により増額となった。
　
２　「最広義人件費」が比較減（75,572千円、0.2％）となった理由
　　退職手当支給額等の支出減により減額となった。
　
（参考）
　「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、
以下の措置を講じた。
　①　役員に関する講じた措置の概要
　　　 平成30年1月から退職手当計算式に83.7/100を乗じる。
　②　職員に関する講じた措置の概要
　　　 平成30年4月から退職手当計算式に83.7/100を乗じる。
　なお、労働協約に基づき、職員に係る措置の開始時期は、国家公務員に係る措置時期
（平成30年1月1日）と異なる取扱いとした。

注１：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載している。

注２：金額については、単位未満切り捨てとした。

42,371,886

8,226,247

1,711,517

42,180,18342,141,141

1,878,744

6,266,489

非常勤役職員等給与

25,648,805

1,999,5982,500,119

8,112,857

　特になし

福利厚生費
6,304,682

25,564,208

8,432,548

25,622,917

区　　分

給与、報酬等支給総額

退職手当支給額

25,540,223

42,104,611

6,296,043

8,474,132


